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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押出されるチューブ状パリソンの壁厚を変化させるためにノズルオリフィスを所期のよ
うに調整することのできる円環状のノズル／マンドレル間隙調整エレメントを備えた調整
可能なリング状のチューブ出口ノズルを有する形式の、ブロー成形されたプラスチック中
空体生産用のチューブ状パリソンを製造するための押出ヘッドにおいて、
　ノズルオリフィス内で、押出されるパリソンに対して個別にかつ／又は同時に内側及び
／又は外側から作用することのできる少なくとも３つの、各個別々に成形された交換可能
なノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０，Ｄ０＊，ＤＳＩ，ＤＳＩＩ，ＤＳＩＩ
Ｉ）が設けられており、しかも前記ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０，Ｄ０
＊，ＤＳＩ，ＤＳＩＩ，ＤＳＩＩＩ）の少なくとも２つが、移動調整可能に構成されてお
り、かつそのために夫々１つの調整駆動装置を装備しており、
　前記ノズル／マンドレル間隔調整エレメント（Ｄ０，Ｄ０＊，ＤＳＩ，ＤＳＩＩ，ＤＳ
ＩＩＩ）のうち、第１ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０，Ｄ０＊）が、チュ
ーブ出口ノズルの内側に位置する中央のマンドレル（Ｄ０）であり、第２および第３調ノ
ズル／マンドレル間隙整エレメント（ＤＳＩ，ＤＳＩＩ）が、チューブノズルの外側に位
置しており、
　第３ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（ＤＳＩＩ）が、第２ノズル／マンドレル
間隙調整エレメント（ＤＳＩ）の下に配置されており、かつ最終的な壁厚影響手段として
、押出されるチューブ状パリソンに対して作用可能であり、
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　押出されるチューブ状パリソンに係合可能な第３ノズル／マンドレル間隙調整エレメン
ト（ＤＳＩＩ）の最下位内縁が、第１ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０，Ｄ
０＊）の最下位外縁にほぼ等しい高さにか又は該最下位外縁よりも僅か上位に配置されて
いることを特徴とする、押出ヘッド
【請求項２】
　第３ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（ＤＳＩＩ）が独自の調整駆動装置を装備
し、かつ軸方向にシフト可能もしくは移動調整可能にガイドされているか、又は第３ノズ
ル／マンドレル間隙調整エレメント（ＤＳＩＩ）が分割構成されて２つの１８０゜半割リ
ング片から成っており、両半割リング片が、独自の調整駆動装置を装備しかつ半径方向に
シフト可能もしくは移動調整可能にガイドされている、請求項１項記載の押出ヘッド。
【請求項３】
　ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０，Ｄ０＊，ＤＳＩ，ＤＳＩＩ，ＤＳＩＩ
Ｉ）が急速装着手段を有し、かつ容易に交換可能に構成されている、請求項２記載の押出
ヘッド。
【請求項４】
　マンドレルホルダー（１２）に、歯形を有する軸方向に移動調整可能に支承された第１
ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（Ｄ０＊）が装備されており、第２ノズル／マン
ドレル間隙調整エレメント（ＤＳＩ）が成形部を有せず円環状に円滑に形成されており、
かつ第３ノズル／マンドレル間隙調整エレメント（ＤＳＩＩ）が楕円成形部を有している
、請求項１から３までのいずれか１項記載の押出ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野：
本発明は、押出されるチューブ状パリソンの壁厚を変化させるためにノズルオリフィスを
所期のように調整することのできる円環状のノズル／マンドレル間隙調整エレメントを備
えた調整可能なリング状のチューブ出口ノズルを有する形式の、ブロー成形されたプラス
チック中空体生産用のチューブ状パリソンを製造するための押出ヘッドに関する。
【０００２】
背景技術：
一般にチューブ縦方向及びチューブ周方向で所期のように壁厚調整が行われる熱可塑性プ
ラスチックから成る典型的なブロー成形品は、例えばドラム缶、蓋付き樽、栓付き樽又は
パレットコンテナー用の内部容器のような大容積容器である。前記のようなブロー成形品
を成形するためのチューブ状パリソンを押出成形する場合、回転対称形のノズル／マンド
レル間隙の制御を介してチューブの壁厚は、チューブ縦方向で見て下方では幾分肉薄に、
かつ押出ノズル寄りの上方に向かっては幾分肉厚に調整される。それというのはチューブ
は垂れ下がり時に、その自重によって自ら伸長し、かつ自動的に軸方向壁厚が均等化され
るからである。前記のチューブ縦方向調整に重畳してチューブには、ブロー成形された中
空体において異なった強さの伸展度を有するヘッド域とボトム域とのために（特にブロー
金型の割型分割平面に対して９０゜ずらされた領域に）設けられたチューブ部分における
ノズル／マンドレル間隙のダブル制御によって、チューブ周方向で部分的な壁厚制御が行
われる。要するにこのようなブロー成形品の壁厚はその全長にわたって、従来公知のノズ
ル／マンドレル間隙のダブル制御（＝２つの制御可能性）によって、
－　　　　半径方向壁厚を均等に制御され、
－　　　　半径方向及び周方向壁厚を制御され、
－　　　　半径方向壁厚を軸方向に連続した肉厚部及び肉薄部を有する
ように制御され、かつ
－　　　　部分的な縦方向肉厚部／肉薄部を有するように制御される。
【０００３】
このようにノズル／マンドレル間隙制御によってチューブを調整するためには、種々異な
った構造態様の押出ヘッドが、例えばドイツ連邦共和国特許第２６５４００１号明細書、
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米国特許第３１１４９３２号明細書又は米国特許第１１０７６２８号明細書に基づいて公
知になっている。通常の適用例の場合は、単純な公知のノズル制御又はノズルダブル制御
で充分機能はするが、勿論これでは、壁厚に何らかの別の付加的な影響を及ぼすことはで
きない。また英国特許第１１０７６２８号明細書に基づいて、熱可塑性プラスチックから
ブロー成形された瓶を生産するための押出成形されたチューブに歯列もしくはリブ列を製
造することのできる単純な押出ヘッドが公知になっている。押出ノズル内にＶ形状に形成
された複数の溝と歯とによって、ブロー成形された瓶には特に装飾的な外観が付与される
。中心マンドレルは、押出されるチューブに対して歯列を作用させるため又は作用させな
いために、軸方向に移動調整可能である。とは言え、この公知技術では、所期のように壁
厚を調整するために別の移動調整可能性もしくは別の影響可能性を得ることはできない。
【０００４】
発明の開示：
本発明の課題は、従来技術の前記欠点を排除し、かつ明細書冒頭で述べた形式のノズル／
マンドレル間隙ダブル制御式の押出ヘッドを改良して、２２０リットル容積－樽のような
大容積プラスチック容器のため、特にまた例えばプラスチック燃料タンクのような非対称
的な技術製品のため又は大型円筒形のブロー成形品における特殊適用のために、押出され
るチューブ状パリソンの壁厚を付加的に重畳調整できるようにすることである。
【０００５】
前記課題を解決するための本発明の構成手段は、ノズルオリフィス内で、押出されるパリ
ソンに対して個別にかつ／又は同時に内側及び／又は外側から作用することのできる少な
くとも３つの、各個別々に成形された交換可能なノズル／マンドレル間隙調整エレメント
（Ｄ０＝マンドレル，ＤＳＩ，ＤＳＩＩ，ＤＳＩＩＩ）が設けられている点にある。
【０００６】
このようにチューブ出口ノズルが三重式のノズル／マンドレル間隙制御手段を備えている
ことによって、ブロー成形すべき中空体に応じて、ノズル／マンドレル間隙の第３調整エ
レメントの成形部もしくは更に別の調整エレメントの成形部に関連して、かつ押出される
チューブ状パリソンに対する前記調整エレメント成形部の係合時間又は作用時間に関連し
て、チューブ状パリソンの特別部位における特殊な肉厚が調整され、こうしてブロー成形
済み中空体は、所期の壁域にだけ、通常壁の最小壁厚に対比して異なった壁厚又はより厚
い壁厚を有することになる。
【０００７】
例えばキャニスタ（プラスチック缶）は、鉛直方向の角隅域にだけ補強リブを備えること
ができる。プラスチック燃料タンクの場合には例えば上底の側面壁域の壁厚もしくは、燃
料導管接続管片をブロー成形によって付設すべき部位の壁厚又はタンク充填レベル表示用
の測定計器を設置すべき部位の壁厚を、所期のように厚くして、より安定的に構成するこ
とが可能になる。注出口用栓付き樽又は蓋付き樽の場合には例えば従来の樽本体重量を維
持した状態で、プラスチック材料の分布状態を所期のように変換することによって、リブ
状壁構造の鉛直方向壁域においてだけ均等な肉厚／肉薄分布を調整することが可能になり
、これによって容器剛性、特に高温注出される充填物質の場合の容器積重ね耐性が著しく
改善される。これは、大容積樽（容量２２０リットル）の場合特に重要である。この場合
注目すべき点は、ブロー成形されるプラスチック中空体の品質を改善する処置が専ら、ブ
ローオリフィスから押出されるチューブ状パリソンにおいて行われるのであって、ブロー
成形金型自体の構造的な組み換えによって行われるのではないことである。以上例として
列挙したことからも判るように、本発明による新規な三重式もしくは多重式のノズル／マ
ンドレル間隙調整エレメントによって、あらゆる種類の大容積のプラスチックブロー成形
品（例えば自動車付属部品など）のための多数の新規な適用可能性が有利に得られる。
【０００８】
本発明による新規な三重式のノズル／マンドレル間隙調整エレメントを装備した押出ヘッ
ドはその場合、従来の二重式のノズル／マンドレル間隙調整エレメントを装備した公知の
押出ヘッドに対比して、比較的低廉に実現することができ、かつ格別の機械的投資費を必
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要としない。調整エレメントは、極めて短い行程距離にわたってしか運動しないので、単
純な調整モータで充分であり、かつ調整エレメントの変形が生じることはない。
【０００９】
押出ヘッドからのチューブ状パリソンの押出中にノズル／マンドレル間隙調整によって、
押出されるパリソンの壁厚を所期のように調整する形式の、押出機及び、周方向分配器と
相応のブロー成形金型とを有する押出ヘッドを備えたブロー成形機でプラスチックブロー
成形中空体を製造する本発明の方法は特に、３つの各個別々に成形されかつ別々に移動調
整可能なノズル／マンドレル間隙調整エレメントの逐次的又は同時的な作用によって、チ
ューブ状パリソンを、全周にわたって異なった肉厚－肉薄に任意に調整できるという特色
を有している。大容積樽用のチューブ状パリソンの多重調整は、樽の性質上これまで１回
では得られなかった。
【００１０】
発明を実施するための最良の形態：
次に図面に基づいて本発明の実施例を詳説する。
【００１１】
図１には、３つの移動調整可能なノズル／マンドレル間隙調整エレメントＤ０，ＤＳＩ，
ＤＳＩＩを有する押出ヘッド１０が「ノズルオリフィス閉鎖」の基本位置で部分的に図示
されている。該押出ヘッド１０の中心には、軸方向に移動調整可能なマンドレルホルダー
１２が配置されており、該マンドレルホルダーの下面には、截頭円錐状のマンドレル１４
が第１のノズル／マンドレル間隙調整エレメントＤ０として、容易に着脱可能もしくは交
換可能に装着されている。押出ヘッド１０は外側をケーシング１６によって包囲されてい
る。該ケーシング１６内には中空円筒形の貯蔵室１８が位置し、該貯蔵室内には、単数又
は複数の押出機から押出ヘッド内へ搬送される溶融液状のプラスチック材料が円周に分配
されている。該貯蔵室１８は円環状のノズルオリフィス２０に開口しており、該ノズルオ
リフィスは内側をマンドレル１４もしくは第１のノズル／マンドレル間隙調整エレメント
Ｄ０によって、また外側をケーシング１６に固定された１つのノズルリング片ＤＦ及び２
つの移動調整可能な、第２及び第３のノズル／マンドレル間隙調整エレメント、つまりノ
ズルスライド１＝ＤＳ１とノズルスライド２＝ＤＳＩＩによって画成される。移動調整可
能なマンドレル１４と同様に、また軸方向に移動調整可能な第２及び第３の調整エレメン
トＤＳＩ，ＤＳＩＩも容易に着脱可能に、従って容易に交換可能に押出ヘッドのケーシン
グに装着されている。軸方向移動可能性もしくは移動調整可能なノズル／マンドレル間隙
調整エレメントの正確な位置決め調整は例えば油圧式又は電動モータ式に行われる。更に
また、ケーシングに固定されたノズルリング片ＤＦも容易に着脱可能に、もしくは交換可
能に押出ヘッドのケーシングに固定されている。これは、生産変換時もしくは後置のブロ
ー割型の交換時に、各生産品に合わせて断裁されて相応に成形されたリング片及びノズル
オリフィスの調整エレメントも迅速に交換できるようにするために特に役立つ。
【００１２】
図１に図示した押出ヘッド１０では、全てのノズル／マンドレル間隙調整エレメントは「
ノズルオリフィス閉鎖」の基本位置へ戻されている。すなわちマンドレルＤ０は完全に上
方へ、またノズルスライド＝調整エレメントＤＳＩ及びＤＳＩＩは完全に下方へ移動され
ている。相応の矢印によって各行程長＝調整エレメントの移動可能性が示唆されている。
図示の実施例では、ノズルオリフィスを画成するところの、固定的なノズルリング片ＤＦ
の表面及び第２調整エレメントＤＳＩの表面は成形されており、またノズルオリフィスを
画成するところの、マンドレルＤ０及び第３調整エレメントＤＳＩＩの表面は円環状に円
滑に形成されており、これについては以下の図面で詳説した通りである。
【００１３】
図２では、マンドレル１４は僅かな行程だけ下方へ移動されているにすぎない（矢印参照
）。ノズルオリフィス２０は外側をノズルスライドＤＳＩＩの円滑な下部内縁２４によっ
て、また内側をマンドレル１４によって画成される。押出されるチューブ状パリソン２２
は、全周にわたって均等に肉薄に形成されている。図２の下側に図示したチューブ状パリ
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ソン２２の部分断面図（図２ａ ）に略示した小さな白抜き矢印に基づいて、マンドレル
１４が完全に下方へ移動してノズルオリフィスが全開された場合にチューブ状パリソン２
２が肉厚になることが判る。
【００１４】
ところで図３では第２調整エレメントＤＳＩが第３調整エレメントＤＳＩＩと共に僅かな
行程だけ上方へ移動されており（矢印参照）、従ってこの第２及び第３調整エレメントは
目下の所、押出されるチューブ状パリソン２２に係合する作用位置にはない。ノズルオリ
フィス２０は目下、マンドレル１４（第１調整エレメントＤ０）と、ケーシング１６に固
定されかつ成形されたノズルリング片ＤＦとによって画成される。ノズルオリフィスから
押出されるチューブ状パリソンは目下のところ周方向で均等肉厚には形成されておらず、
対向する２つの領域では、この領域に対して夫々９０゜ずれて配置されたチューブ領域よ
りも幾分肉薄に形成されている。このようなノズルオリフィスの二重楕円調整もしくはチ
ューブ状パリソン領域における楕円形壁厚調整は、フラットな上底及び下底を有するブロ
ー成形品では一般に慣用されている。その場合、より厚い肉厚壁を有して対向している両
チューブ肉厚領域２６は、金型分割平面に対して９０゜ずらして位置する水平方向の容器
壁域が、プラスチック材料の最大延伸度もしくは最大膨張距離をもってブロー成形される
ように、開かれたブロー成形用割型間へガイドされる。要するにこの手段は、製造容器の
壁厚を均等化するために役立ち、従って容器壁の角隅領域が高い延伸度又は伸展度によっ
て、その他の壁部分よりも肉薄になることはない。図３の図示断面図では、ブロー成形金
型の割型分割平面においてブロー成形金型壁に接触する肉薄のチューブ領域（及び押出ヘ
ッド）が図示されている。
【００１５】
図４に図示したノズル／マンドレル間隙調整エレメントの位置は図３に対比して不変であ
るが、ただ下側に示したチューブ状パリソン２２の部分断面図（図４ａ）から明らかなよ
うに、図３に対して９０゜ずらして断面された押出ヘッド及びチューブ状パリソン２２の
チューブ肉厚領域２６が図示されているすぎない。成形された固定的なノズルリング片Ｄ
Ｆの直ぐ左手には、該ノズルリング片ＤＦのノズル内面の公知の波形成形部が展開図で示
唆されている。
【００１６】
ところで図５及び図６においては、成形されたノズルスライド１つまり第２調整エレメン
トＤＳＩが下方へ移動されて、押出されるプラスチック・チューブ状パリソンに作用係合
しているのに対して、ノズルスライド２つまり第３調整エレメントＤＳＩＩは依然として
、作用係合しない上位位置に留まっている。第２調整エレメントＤＳＩの成形部は、押出
されるチューブ状パリソン２２を示した下側の部分断面図（図５ａ）から判るように、円
環状の歯形成形部から成っている。該歯形成形部の複数の歯３０は肉薄のチューブ壁厚を
成形し、かつ複数の歯溝３２では、外向きに突出する縦方向リブ２８を形成する肉厚のチ
ューブ壁厚が成形される。押出ヘッドもしくはチューブ状パリソン２２の断面図が、図５
では肉薄のチューブ壁領域（歯３０の作用領域）で示されているのに対して、図６では僅
かな距離だけずらされて、縦方向リブ２８を突出形成する肉厚のチューブ壁領域で示され
ている。固定的なノズルリング片ＤＦ並びに第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド
１）の成形部は、斜め外向きに拡張するように延びるか、或いは単純にマンドレル１４の
表面に平行に延びることもできる。図６では第３調整エレメントＤＳＩＩ（ノズルスライ
ド２）の下側に示した小さな矢印によって、第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド
１）の成形部の歯３０が外側からチューブ状パリソン２２に作用する作用深さが略示され
ている。第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）の左手には、歯３０及び歯溝３
２を有する第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）の歯列成形部が展開図で略示
されている。本実施形態では、最下位の、成形されていない第３調整エレメントＤＳＩＩ
（ノズルスライド２）は元々、均しエレメントとして使用されるか、もしくはノズルリン
グ片ＤＦ及び第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）の成形部をカバーするため
に使用されるにすぎない。
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【００１７】
図７、図８及び図９には本発明の押出ヘッドの変化実施形態が図示されている。この場合
特殊成形部（＝歯列成形部）は第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）にではな
くて、第３調整エレメントＤＳＩＩ（ノズルスライド２）に形成されているのに対して、
第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）はノズルオリフィス寄りに円環状の円滑
表面を有している。図７では両ノズルスライドＤＳＩ，ＤＳＩＩは（作用係合しない）最
上位の位置へ移動されており、かつノズルオリフィス２０では、ケーシングに固定された
ノズルリング片ＤＦの楕円成形部と移動調整可能なマンドレル１４だけがチューブ状パリ
ソン２２に対して作用するにすぎない。図７ａに示した部分断面図は、（ブロー成形金型
の割型分割平面ＦＴ内における）肉薄のチューブ壁厚と、（前記割型分割平面ＦＴに対し
て９０゜ずれた）肉厚のチューブ壁厚とを示している。
【００１８】
図８では第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）と第３調整エレメントＤＳＩＩ
（ノズルスライド２）は共に下降されている。下面の平滑な円環状の第２調整エレメント
ＤＳＩ（ノズルスライド１）は固定的なノズルリング片ＤＦの楕円成形部をカバーして該
楕円成形部の作用を無効にする。第３調整エレメントＤＳＩＩつまり下位のノズルスライ
ド２の歯列成形部は、ノズルオリフィス２０において押出されるチューブ状パリソン２２
に対して作用し、かつ図８ａの部分断面図から判るように、縦方向リブ２８を有する成形
されたチューブ構造を製造する。
【００１９】
ところで図９には、いかなる成形部も作用せず、マンドレル１４の軸方向シフトのみによ
って、チューブ状パリソンの全周にわたって壁厚を均等に変化させる場合の、調整エレメ
ントの位置決めが図示されている。図９の左下の図９ａ、図９ｂ及び図９ｃに示した各調
整エレメントの別々の制御プログラムを表わす壁厚ダイヤグラムａ，ｂ，ｃによれば、ブ
ロー成形機では、押出されるチューブ状パリソンの長さＬ（図９ｄ参照）を関数として所
期のように壁厚を調整するために、調整エレメントＤ０，ＤＳＩ，ＤＳＩＩが制御される
。壁厚ダイヤグラムａ並びにその右隣の、押出されるチューブ状パリソン２２の部分断面
図９ｄには、壁厚が下から上へ均等に増大する状態が図示されており、これは、ノズルオ
リフィス２０の開口を通ってマンドレル１４を軸方向で下向きにシフトすることによって
行われる。壁厚ダイヤグラムｂに示した、樽上底と下底のための付加壁厚は、固定的なノ
ズルリング片ＤＦの楕円成形部によって製造され、該楕円成形部は、成形部を有していな
い平滑な第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）の上向移動によって解放される
。歯列成形部を有する第３調整エレメントＤＳＩＩ（ノズルスライド２）はこの場合作用
しない。前記部分断面図９ｄの右隣りの図９ｅに示した例えば栓付き樽の垂直方向壁域に
縦方向リブを成形する場合に、チューブ状パリソンの歯列成形部を調整するために、第３
調整エレメントＤＳＩＩ（ノズルスライド２）は下向移動されてチューブ状パリソンに係
合させられる。その場合第２調整エレメントＤＳＩ（ノズルスライド１）も下向移動され
、かつ固定的なノズルリング片ＤＦの成形部は、それによって再びカバーされる。チュー
ブ状パリソンがその均等な肉厚を維持するために同時にマンドレル１４も幾分下方へ連動
され、かつノズルオリフィスは必要に応じて開かれる。なお念のために付記しておくが、
ノズルオリフィスにおけるプラスチック材料の分配変換は基本的に常に新規な歯列成形部
を有するノズルスライドを介して行われ、その場合ノズルオリフィスの自由横断面積は一
定にしておくことができる。
【００２０】
図１０には、本発明の押出ヘッドの別の実施形態が図示されている。この場合は、ケーシ
ングに固定された成形ノズルリング片は設けられていず、また調整エレメントＤＳＩ（ノ
ズルスライド１）は成形部を有せず、むしろノズルオリフィス２０寄りに円環状の円滑な
内側表面を有している。公知の楕円成形部はこの場合、調整エレメントＤＳＩＩ（ノズル
スライド２）内に形成されている。この場合、交換可能なマンドレルヘッド３４は特別の
形状を有している。ノズルオリフィス２０寄りの、マンドレルヘッド３４の外周面には、
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相互に等間隔をおいて星形状に突出する多数のリブ１４*と、リブ間に介在する溝が形成
されている。マンドレルヘッド３４の下には、軸方向に移動可能な調整エレメントＤ０*

が星形スライドとして設けられており、該調整エレメントは、外側を適当に成形されて上
向きに相互に等間隔をおいて起立する複数のリブと溝とを有し、該リブは、前記リブ１４
*間に介在する溝もしくは間隙に正確に整合してこれを塞いでいる。星形スライドとして
構成された調整エレメントＤ０*がその最上位の基本位置にある場合には、星形スライド
Ｄ０*のリブはノズルオリフィス２０において、マンドレルヘッド３４のリブ１４*と整合
するので、ノズルオリフィス２０においてマンドレルヘッド３４のリブの相互噛合いによ
って、円滑な円錐形表面が形成されている。これに対して星形スライドＤ０*が下向移動
すると、マンドレルヘッド３４のリブ間隙もしくは溝は解放され、かつ定置のリブ１４*

はノズルオリフィスにおいて、押出されるチューブ状パリソン２２に対して作用する。そ
れに伴って前記リブ１４*の幾何学形状に相応して歯形が、チューブ状パリソンの内側表
面に成形される。成形されていない円滑なノズルスライドＤＳＩの上向及び下向移動によ
って、チューブ状パリソンの壁厚は基本的に均等に調整されるのに対して、チューブ状パ
リソンの楕円成形は、相応に成形されたノズルスライドＤＳＩＩによって実現される。そ
の場合ノズルスライドＤＳＩＩは下位位置へ移動し、その場合チューブ状パリソンの最小
壁厚はノズルスライドＤＳＩを介して調整されている。次いでノズルスライドＤＳＩＩは
停止し、かつノズルスライドＤＳＩは僅かに上向移動し、それに伴ってノズルスライドＤ
ＳＩＩにおける楕円成形部が解放され、かつチューブ状パリソンは、直径方向に向き合っ
た両領域を相応に肉厚にされる。この押出ヘッドの構造は、チューブ状パリソンに対して
諸調整エレメントの作用を重畳させることを可能にする。
【００２１】
図１１に示した別の実施形態は、図６に図示した押出ヘッドの変化態様である。この場合
ノズルスライドＤＳＩＩの内側には、リングスリーブがノズルスライドＤＳＩＩＩとして
周方向に調整可能に装着されている。このリングスリーブ＝ＤＳＩＩＩはその下面に、そ
の内側に配置されたノズルスライドＤＳＩに等しい歯列成形部を有している。付加的にノ
ズルスライドＤＳＩＩの下部内面側には幾分斜め面取りが施されている。ところでノズル
スライドＤＳＩＩがリングスリーブＤＳＩＩＩと共に下向移動されてノズルスライドＤＳ
Ｉと整合されると、リングスリーブＤＳＩＩＩの回動によって、ノズルスリーブＤＳＩの
歯列を側方からカバー又は開放することが可能である。このようにして、押出されるチュ
ーブ状パリソン２２におけるリブ幅の形成を連続的に変化すること、又は任意に調整する
ことが可能になる。更にまたリングスリーブＤＳＩＩＩと一緒にノズルスライドＤＳＩＩ
を同時に上向及び下向移動させることによって、縦方向リブ２８（図１１ｂ参照）の高さ
を連続的に変化・調整することも可能である。
【００２２】
図１２、図１３、図１４及び図１５には、更に有利に構成された押出ヘッドが図示されて
いる。第１調整エレメントＤ０＝マンドレル１４によって、全周にわたって均等な壁厚が
調整される。ケーシングに固定されて成形されたノズルリング片はこの場合設けられては
いないが、必要に応じて別の特殊成形のために同じく設置することもできる。ノズルスラ
イドＤＳＩは歯列成形部を有しかつその調整駆動装置のストローク長を比較的大きく構成
されている。更にノズルスライドＤＳＩＩは楕円成形部を装備し、かつその場合分割構成
されている。すなわち：ノズルスライドＤＳＩＩは、本例では２つの１８０゜半割リング
片から成り、両半割リング片はノズルスライドＤＳＩに沿って半径方向に摺動可能にガイ
ドされかつ固定されている。図１２では全ての調整エレメントは「ノズルオリフィス閉鎖
」の基本位置へ移動されている。図１３ではノズルオリフィスは開放状態にあり、しかも
マンドレル１４は下向移動されている。またノズルスライドＤＳＩもノズルスライドＤＳ
ＩＩと共に軸方向で下向移動されており、その場合繋着するノズルスライドＤＳＩＩに設
けられた楕円成形部がノズルオリフィス２０において押出されるチューブ状パリソンに対
して作用する。図１４では、ノズルスライドＤＳＩＩの両半割リング片が半径方向外向き
に移動されており、もはやチューブ状パリソンに対して作用状態にはない。ところで図１
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５から判るように、ノズルスライドＤＳＩは、その歯列成形部又は特殊成形部が作用する
まで、僅かな距離だけ更に下向移動される。この実施形態の構成は、両ノズルスライドＤ
ＳＩ，ＤＳＩＩのためにただ１つのストローク駆動装置しか必要としないという利点を有
している。ノズルスライドＤＳＩＩの両半割リング片の短い半径方向運動は例えば１つの
電気的なスピンドルモータ又は１つの適当な小形駆動装置によって達成することができる
。この実施形態は例えば現存の押出ヘッドへの補足組込みのために特に適している。
【００２３】
全ての実施形態の調整エレメントは基本的に容易に交換可能に押出ヘッドに装着されてい
る。歯列成形部を備えたノズルスライドは勿論また、ブロー成形すべき中空体の要求に応
じて所望の別の特殊成形部を有することができる（図１９及び図２０参照）。
【００２４】
図１６には、垂直方向壁域に等しい相互間隔をおいて配列された縦方向ウェブの形成され
た２２０リットル容積の蓋付き樽３６が略示されているが、図１６の直ぐ下に図示した図
１６ａの部分断面図に基づいて、樽壁厚が一定であることから容易に判るように、前記縦
方向ウェブは、底域までは達していない。
【００２５】
実施例：約７．５ｋｇの樽本体重量を有する２２０リットル容積のプラスチック樽（例え
ばヴァンガード蓋付き樽）の場合、樽周壁もしくは足部リングにおける最大直径は約５７
５ｍｍを有している。ノズルオリフィスから押出されて膨化されるパリソンは、このため
に直径約２７０ｍｍ、壁厚約１２～２５ｍｍを有している。調整エレメントによって、チ
ューブ状パリソンの壁厚は部分的又は区域的に前記の肉厚範囲にか、又はそれ以上に調整
することができる。その場合、特殊な調整エレメントＤ０*は方形状の歯列成形部を有し
ているのが有利であり、この場合調整エレメントＤ０*の直径は約１９０ｍｍであり、か
つ、押出されるチューブ状パリソンに作用係合するリング内縁又はリング外縁は、横断面
で見て約６０個の半円形溝と相当数の方形歯とを交互に有しており、しかも溝幅は約４ｍ
ｍ、歯幅は約５ｍｍである。その場合溝の半径方向深さは約１０ｍｍである。この場合の
重要な点は、方形状の歯列の形成である。尖った鋸歯歯列は、直径約５８５ｍｍ及びプラ
スチック材料使用重量約８～１０ｋｇを有する本発明の大容積容器のためには不適である
。それというのは樽本体の周方向薄肉領域の拡がりは、何れにしても、ブロー成形済みの
中空体の軸方向樽壁における肉厚領域（＝内部リブ）よりも広幅でなければならないから
である。
【００２６】
図１７には、専ら垂直方向壁域を複数の縦方向リブによって補強構成したファセット（Fa
ssett）３８が図示されている。この縦方向補強リブは、図１７の直ぐ下に図示した容器
壁の部分断面図１７ａに基づいて明らかである。
【００２７】
図１８には、角隅領域にだけ２つの縦方向リブが形成されているキャニスタ４０が図示さ
れており、前記縦方向リブは勿論この場合、図１８の直ぐ下の部分断面図１８ａから判る
ように、上底及び下底内にまで延在している。
【００２８】
図１９には、プラスチック燃料タンク（ＫＫＢ）４２用の特殊成形部を有するチューブ状
パリソン２２が縦断面図で示されており、かつ図１９に示されているＡ－Ａ断面線、Ｂ－
Ｂ断面線及びＣ－Ｃ断面線に沿った横断面図が図１９ａ、図１９ｂ及び図１９ｃに図示さ
れている。なお前記プラスチック燃料タンク４２の外観は図２０に示した通りである。
【００２９】
３つの別個の調整システムを有する本発明の押出ヘッドを使用することによって、例えば
プラスチック燃料タンク４２のために接続管片開口（図２０のＤ－Ｄ断面線に沿った横断
面図２０ａ参照）の領域で必要になるような、部分的な材料盛上げ部（図１９のＢ－Ｂ断
面線に沿った横断面図１９ｂ参照）を有する特殊成形部を特に良好に成形することが可能
になる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による押出ヘッドの部分的な断面図である。
【図２】　調整エレメントを図１とは異なった機能位置で示した押出ヘッドの図１相当断
面図である。
【図３】　調整エレメントを図２とは異なった機能位置で示した押出ヘッドの図１相当断
面図である。
【図４】　調整エレメントを図３とは異なった機能位置で示した押出ヘッドの図１相当断
面図である。
【図５】　調整エレメントを図４とは異なった機能位置で示した押出ヘッドの図１相当断
面図である。
【図６】　調整エレメントを図５とは異なった機能位置で示した押出ヘッドの図１相当断
面図である。
【図７】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘッ
ドの第２の異なった実施形態の断面図である。
【図８】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘッ
ドの第２の異なった実施形態の断面図である。
【図９】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘッ
ドの第２の異なった実施形態の断面図である。
【図１０】押出ヘッドの第３の異なった実施形態の断面図である。
【図１１】押出ヘッドの第４の異なった実施形態の断面図である。
【図１２】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘ
ッドの第５の異なった実施形態の断面図である。
【図１３】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘ
ッドの第５の異なった実施形態の断面図である。
【図１４】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘ
ッドの第５の異なった実施形態の断面図である。
【図１５】　ノズル／マンドレル間隙調整エレメントを異なった機能位置で示した押出ヘ
ッドの第５の異なった実施形態の断面図である。
【図１６】　ブロー成形された中空体としての蓋付き樽の側面図である。
【図１７】　ブロー成形された中空体としてのバレル（丈高ドラム缶）の側面図である。
【図１８】　ブロー成形された中空体としての燃料缶（Jerrican）の側面図である。
【図１９】　Ａ－Ａ断面線、Ｂ－Ｂ断面線及びＣ－Ｃ断面線に沿った横断面図を併有する
チューブ状パリソンの縦断面図である。
【図２０】　Ｄ－Ｄ断面線に沿った横断面図を併有するプラスチック製燃料タンク（ＫＫ
Ｂ）の概略側面図である。
【符号の説明】
１０　押出ヘッド、　１２　マンドレルホルダー、　１４　マンドレル＝Ｄ０、　１４*

　リブ、　１６　押出ヘッドのケーシング、　１８　貯蔵室、　２０　ノズルオリフィス
、　２２　チューブ状パリソン、　２４　ＤＳＩＩの内縁、　２６　チューブ肉厚領域、
　２８　縦方向リブ、　３０　歯、　３２　歯溝、　３４　マンドレルヘッド、　３６　
蓋付き樽、　３８　ファセット、　４０　キャニスタ、　４２　プラスチック燃料タンク
（ＫＫＢ）、　ＦＴ　割型分割平面
ノズル／マンドレル間隙調整エレメント：
ＤＦ　固定的なノズルリング片、　Ｄ０　第１調整エレメント＝マンドレル１４、　ＤＳ
Ｉ　第２調整エレメント＝ノズルスライド１、　ＤＳＩＩ　第３調整エレメント＝ノズル
スライド２、　ＤＳＩＩＩ　第４の調整エレメント＝回転可能なリングスリーブ、　Ｄ０
*　マンドレルヘッドの下に星形スライドとして構成された軸方向に移動可能な調整エレ
メント
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